
平成24年４月15日号 14

お知らせ

  0.0018標準地の所在
  標準地番号

  大田原－１

  大田原－２

  大田原－３

  大田原－４

大田原５－１

大田原５－２

　 所在および地番
住吉町１丁目
　２５１０番６１
美原１丁目
　３５３９番４０
紫塚３丁目
　２６５３番２１  
美原２丁目
　２８３１番１０２
新富町２丁目
　１８５９番１  外
中央１丁目
　２２３９番１

　住居表示
住吉町１丁目
　８番１７号
美原１丁目
　１０番８号

新富町２丁目
　３番３２号
中央１丁目
　１番２９号

   標準地1㎡
あたりの価格（円）
  ３３，０００
（３５，０００）
  ２９，４００
（３１，１００）
  ３０，４００
（３２，４００）
  ２８，９００
（３０，５００）
  ３９，９００
（４２，３００）
  ４３，５００
（４６，３００）

  変動率（％）

   ▲ ５．７
（ ▲ ５．４ ）
   ▲ ５．５
（ ▲ ６．０ ）
   ▲ ６．２
（ ▲ ６．９ ）
   ▲ ５．２
（ ▲ ５．９ ）
   ▲ ５．７
 ( ▲ ４．９ )
   ▲ ６．０
 ( ▲ ５．５ )

用途区分

  住宅地

  住宅地

  住宅地

  住宅地

  商業地

  商業地

【 市内における地価公示価格 】 ※（　）内は前年の価格および変動率です。

●
５
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の
相
談
の
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口

国の行政全般についての相談や意見・要望について
◆大田原地区
　日時　５月 28 日（月）　午前 10 時～午後３時
　場所　大田原市福祉センター 
　　　　　　（２３)０２２３
◆湯津上地区
　日時　５月２日（水）　午後１時～４時
　場所　佐良土多目的交流センター
　　　　　　（９８)３７１５
◆黒羽地区
　日時　５月 15 日（火）　午前９時 30 分～正午
　場所　黒羽・川西地区公民館（黒羽庁舎２階）
　　　　　　（５４)０１８４

■問い合わせ　情報政策課広報広聴係
　　　　　　　　  　（２３)８７００

弁護士が無料で相談に応じます。(要予約)
　日時　５月23日(水）午後１時30分～４時
　場所　大田原市福祉センター
　申込　５月16日(水)～22日(火）午前８時30分
　　　　～午後５時15分(土・日・祝日除く）

■予約・問い合わせ
　総務課総務法規係　    (２３)１１１１

遺言の公正証書、土地建物・金銭の貸借、離婚給付、
会社設立定款などについて(要予約)
　日時　５月23日(水）午前10時～正午
　場所　大田原市福祉センター
　申込　土・日・祝日除く午前９時～午後５時

■予約・問い合わせ
　大田原公証役場　（２３)０６６６

公正証書(法律)
無料相談

栃木県
交通事故相談

相談日は、祝日などにより原則と異なっている場合がありますので、
ご確認のうえご相談ください。

交通事故における損害賠償や示談交渉などについて
　日時　毎週水・金曜日（４月 13 日・20 日を除く）
　　　　午前９時～午後４時
　場所　栃木県庁那須庁舎内那須県民相談室

■問い合わせ
　交通事故相談用電話   　(２３)１５５６

名誉・信用の侵害、差別・いじめについて
◆大田原地区
　日時　５月 21 日(月）午前９時 30 分～正午
　場所　大田原市福祉センター　相談室
　　　　　　（２３)０２２３
◆湯津上地区
　日時　５月２日(水）午後１時～４時
　場所　佐良土多目的交流センター　研修室
　　　　　　（９８)３７１５
◆黒羽地区
　日時　５月 15 日(火）午前９時 30 分～正午
　場所　黒羽・川西地区公民館　第２会議室
　　　　　　（５４)０１８４

■問い合わせ　総務課総務法規係
　　　　   　　　（２３)１１１１

人  権  相  談

市民無料法律相談

総合行政相談

自殺予防相談(死にたい、死のうと思っている。ま
た、周辺にこのような人がいる時など)
　日時　毎月10日  午前８時～11日  午前８時の24時間
　相談番号(フリーダイヤル)※通話料金無料
　　　　　　０１２０(７３８)５５６
■栃木いのちの電話相談（通常）※24時間365日
　　　　　　０２８(６４３)７８３０

自殺予防いのちの電話フリーダイヤル
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